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第９期東大阪市分別収集計画

令和元年７月

１ 計画策定の意義 

快適でうるおいある生活環境の創造のためには、大量生産、大量消費、大量廃棄に支えられた

社会経済・ライフスタイルを見直し、循環型社会を形成していく必要がある。そのためには、社

会を構成する主体がそれぞれの立場でその役割を認識し、履行していくことが重要である。

 現在、廃棄物処理施設の確保は非常に困難なものとなっており、とりわけ当市の一般廃棄物を

最終処分している大阪湾広域臨海環境整備センター処分場の受け入れは令和１４年度で終了し、

その後の受け入れ計画が未定であることから、最終処分量の削減が急務である。

 本計画はこのような状況のなか、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律

（以下「法」という）第８条に基づいて一般廃棄物の大宗を占める容器包装廃棄物を分別収集し、

及び地域における容器包装廃棄物の３Ｒ（リデュース、リユース、リサイクル）を推進し、最終

処分量の削減を図る目的で、市民・事業者・行政それぞれの役割や、具体的な推進方策を明らか

にするとともに、これを公表することにより、すべての関係者が一体となって取り組むべき方針

を示したものである。

 本計画の推進により、容器包装廃棄物の３Ｒについての取り組みが進むことで、廃棄物の減量

や最終処分場の延命化、温室効果ガスの削減、資源の有効利用、更には循環型社会の形成が図ら

れるものである。

２ 基本的方向 

 本計画を実施するに当たっての基本的方向を以下に示す。

・容器包装廃棄物の発生抑制を促進するため、環境教育等により市民意識の向上を図る。

・容器包装廃棄物の再使用を促進するため、繰り返し使用できる容器の普及・啓発を図る。

・容器包装廃棄物の再生利用を促進するため、分別回収施策の拡充と周知を図る。

・容器包装廃棄物の分別収集を推進するため、市民と行政の協働による施策の展開を図る。

３ 計画期間 

 本計画の計画期間は令和２年４月を始期とする５年間とし、令和４年度に見直す。

４ 対象品目 

 本計画は、容器包装廃棄物のうち、スチール製容器、アルミ製容器、ガラス製容器、段ボール、

紙パック、ペットボトル、プラスチック製容器包装を対象とする。
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５ 各年度における容器包装廃棄物の排出量の見込み（法第８条第２項第１号）

2 年度 3年度 4年度 5年度 6年度 

容器包装廃棄物 26,315t 26,210t 26,106t 26,002t 25,898t 

６ 容器包装廃棄物の排出の抑制の促進するための方策に関する事項

（法第８条第２項第２号） 

容器包装廃棄物の排出の抑制の促進を図るため、以下の方策を実施する。なお、実施に当たっ

ては、市民、事業者、再生事業者等がそれぞれの立場から役割を分担し、相互に協力・連携を図

ることが重要であるため、東大阪市廃棄物減量等推進審議会における施策の検討を行うとともに、

地域ごみ減量推進員及び地域ごみ減量協力員との活動連携の緊密化を図る。

・環境教育の普及啓発

資源の枯渇や最終処分場のひっ迫など、山積する課題に対して市民理解の深化とごみ減量行

動の実践を促すため、学校園や保育所、自治会等に出向いて環境教育出前講座を開催するとも

に、講座の活用拡大を図るための周知活動および講座メニューの内容検討・拡充に取り組む。

・買い物袋の持参の徹底と過剰包装の抑制

  環境にやさしい生活及び経営を定着させるため、市民に向けては繰り返し使用が可能な買い

物袋（マイバッグ）持参の普及啓発等を行い、事業者に対しては簡易包装の促進やレジ袋削減

に係る取り組みについて働きかけを行う。

・「プラスチック・スマート」キャンペーンの活用

不必要なワンウェイ（使い捨て）プラスチックの排出抑制の取組等を実施し、環境省が展開

する「プラスチック・スマート」キャンペーンを活用することにより“プラスチックとの賢い

付き合い方”について、内外に発信する。

７ 分別収集をするものとした容器包装廃棄物の種類及び当該容器包装廃棄物の収集に

係る分別の区分（法第８条第２項第３号） 

最終処分場の残余容量、廃棄物処理施設の整備状況及び再商品化計画等を総合的に勘案し、分

別収集をする容器包装廃棄物の種類を下表左欄のように定める。

また、市民の協力度、東大阪市及び東大阪都市清掃施設組合が有する収集機材、選別施設等を

勘案し、収集に係る分別の区分は、下表右欄のとおりとする。

分別収集をする容器包装廃棄物の種類 収集に係る分別の区分

主として鋼製の容器（以下、「スチール製容器」と表記する。）

あきかん・あきびん
主としてアルミニウム製の容器（以下、「アルミ製容器」と表記する。）

主としてガラス製の容器（主としてほうけい酸ガラス製のもの及び主として乳白

色ガラス製のものを除く。）（以下、「ガラス製容器」と表記する。）
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主として段ボール製の容器（以下、「段ボール」と表記する。） 段ボール

主として紙製の容器であって、飲料を充てんするための容器（原材料として

アルミニウムが利用されているもの及び主として段ボール製のものを除く。）（以下、

「紙パック」と表記する。）

紙パック

主としてプラスチック製の容器であって、飲料又はしょうゆその他主務大

臣が定める商品を充てんするためのポリエチレンテレフタレート製の容器

（以下、「ペットボトル」と表記する。）

ペットボトル

主としてプラスチック製の容器包装（飲料又はしょうゆその他主務大臣が

定める商品を充てんするためのポリエチレンテレフタレート製の容器を除

く。）（以下、「プラスチック製容器包装」と表記する。）

プラスチック製容器包装

８ 各年度において得られる分別基準適合物の特定分別基準適合物ごとの量及び容器包

装リサイクル法第２条第６項に規定する主務省令で定める物の量の見込み 

（法第８条第２項第４号） 

2 年度 3年度 4年度 5年度 6年度 

スチール製容器 460t 459t 457t 455t 453t 

アルミ製容器 292t 291t 290t 288t 287t 

無色の

ガラス製容器

（合計） （合計） （合計） （合計） （合計）

894t 890t 887t 883t 880t 
（引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量）

0t 894t 0t 890t 0t 887t 0t 883t 0t 880t

茶色の

ガラス製容器

（合計） （合計） （合計） （合計） （合計）

737t 734t 731t 728t 725t 
（引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量）

0t 737t 0t 734t 0t 731t 0t 728t 0t 725t

その他の

ガラス製容器

（合計） （合計） （合計） （合計） （合計）

1,074t 1,070t 1,065t 1,061t 1,057t 
（引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量）

795t 279t 792t 278t 788t 277t 785t 276t 782t 275t
段ボール 1,732t 1,726t 1,719t 1,712t 1,705t 

紙パック 149t 149t 148t 148t 147t 

ペットボトル

（合計） （合計） （合計） （合計） （合計）

794t 791t 788t 785t 782t 
（引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量）

794t 0t 791t 0t 788t 0t 785t 0t 782t 0t

プラスチック製

容器包装

（合計） （合計） （合計） （合計） （合計）

2,095t 2,087t 2,079t 2,070t 2,062t 
（引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量）

2,095t 0t 2,087t 0t 2,079t 0t 2,070t 0t 2,062t 0t
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９ 各年度において得られる分別基準適合物の特定分別基準適合物ごとの量及び容器包

装リサイクル法第２条第６項に規定する主務省令で定める物の量の見込みの算定方法 

  特定分別基準適合物等の量及び容器包装リサイクル法第２条第６項に規定する主務省令で定

める物の量の見込みは下記のとおり算定する。

1人当たりの分別基準適合物等の収集実績量（直近２ヶ年度の平均値） × 推計人口

2年度 3年度 4年度 5年度 6年度 

推計人口（人） 487,300 485,400  483,500  481,600  479,700  

１０ 分別収集を実施する者に関する基本的な事項（法第８条第２項第５号） 

 分別収集は、現行の収集体制を活用して行う。

 なお、現在、市民団体や自治会による集団回収が進んでいる飲料用紙製容器（紙パック）につ

いては、引き続きこれらの団体が分別収集を実施することとし、アルミ製容器のうち飲料用アル

ミ缶、ガラス製容器のうちリターナブルびん、段ボールについては市と集団回収団体の両方によ

り分別収集を実施することとする。

容器包装廃棄物の種類 収集に係る分別の区分 収集・運搬段階 選別・保管等段階

金

属

スチール製容器

あきかん・あきびん

定期収集 一部事務組合

アルミ製容器

定期収集

集団回収

一部事務組合

民間業者ガ
ラ
ス

無色のガラス製容器

茶色のガラス製容器

その他のガラス製容器

紙

類

段ボール 段ボール
拠点回収

集団回収
民間業者

紙パック 紙パック 集団回収

プ
ラ
ス
チ
ッ
ク

ペットボトル ペットボトル
定期収集

拠点回収
一部事務組合

プラスチック製容器包装 プラスチック製容器包装 定期収集 一部事務組合
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１１ 分別収集の用に供する施設の整備に関する事項（法第８条第２項第６号） 

あきかん・あきびん、プラスチック製容器包装、ペットボトルの分別収集の実績を見据え、選

別、圧縮・保管している施設の効率化を図る。

分別収集する

容器包装廃棄物の種類
収集に係る分別の区分 収集容器 収集車

中間

処理

スチール製容器

あきかん・あきびん 袋

パッカー車
一部事務

組合

アルミ製容器

パッカー車等

一部事務

組合

民間業者

無色のガラス製容器

茶色のガラス製容器

その他のガラス製容器

段ボール 段ボール 紐 民間業者

ペットボトル ペットボトル 袋 パッカー車
一部事務

組合

プラスチック製容器包装 プラスチック製容器包装 袋 パッカー車
一部事務

組合

１２ その他容器包装廃棄物の分別収集の実施に関し重要な事項 

・一般廃棄物処理基本計画の策定及びその他重要施策等について審議し、容器包装廃棄物の分別

収集を円滑かつ効率的に進めていくため、市長の付属機関であり、市民や事業者、行政からの

委員で構成された東大阪市廃棄物等減量推進審議会を設置し、効果的かつ効率的な施策体系の

構築を図る。

・自主的な地域リサイクル活動を推進していくため、廃棄物減量等推進員制度を導入し、各自治

会に１人ずつ地域ごみ減量推進員を配置し、加えて、地域ごみ減量推進員を補佐するため、お

おむね５０世帯に１人ずつ地域ごみ減量協力員を配置する。

・自治会等の市民団体による集団回収を促進するため、奨励金の交付などの支援を行う。

・毎年度、分別収集計画記載事項の実績を確認、記録し、３年後の計画改定時には、その記録を

基に事後評価を行うこととする。


